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みずほ総合研究所 教育事業部（セミナー担当）
http://www.mizuhosemi.com
み ず ほ セ ミ ナ ー 検 索

「企業のインターネット利用をめぐる法的リスク」参加申込書

企業のインターネット利用をめぐる法的リスク

22 3 2
社会におけるインターネットの利用はますます進んでおり、ＩＴ企業でなくても、事業活動にインターネットを利用したり、インターネットで思わぬ被害
を受けたりすることが増えています。このセミナーでは、一般企業におけるインターネットの法的リスクにはどのようなものがあるのかを整理し、実際に
リスクが顕在化した時の対処のしかたから未然に防ぐための方策までを、最新の情報をまじえて解説します。また、今後の効果的な企業運営には欠かせな
いクラウド・サービスの利用に潜む法的リスクについても、解説を加えます。（本セミナーはインターネット接続サービスやホスティング・サービス、オー
クション、モール等のインターネット事業を専門に展開する事業者向けのものではありませんのでご注意ください。）

氏
東京大学法学部卒、ペンシルバニア大学ロースクール
卒。ＩＴ・インターネットに関する法律、個人情報保
護法、内部統制等を中心に、各社の指導、執筆、講演
の傍ら、インターネット・ホットラインセンター法律
アドバイザー、プロバイダ事業者相談センター法律ア
ドバイザーも務める。豊富な経験と明快な説明には定
評がある。

英知法律事務所　弁護士・ニューヨーク州弁護士

東京都千代田区内幸町１－２－１　日土地内幸町ビル３Ｆ
（ＪＲ・地下鉄銀座線新橋駅下車５分、都営三田線内幸町駅上）

特別会員
22,050円
1,050円 1,150円 1,300円

24,150円 27,300円
普通会員 非 会 員

うち　
消費税

★１社２名以上ご参加の場合は１名につき2,100円の割引をいたします。
（テキスト・資料代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）

21－1352No. 

【主著】「実践内部統制のポイント」「インターネット上の誹謗中
傷と責任」「サイバー法判例解説」（いずれも共著）他専門誌への
論文多数。
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（詳しくは裏面をご覧ください）
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講 義 内 容

ご 参 加 要 領
①	ホームページで、又は表面申込書にご記入の上、当総合研究所あてご郵送またはファクシミリでお
申し込みください。

②	折り返し、参加証と請求書をお送りします。請求書到着後、セミナーの３日前までに下記の口座に
お振り込みください。なお領収書の発行は省略させていただきます。

　 　　　みずほ銀行　本店「みずほ総合研究所株式会社」　普通預金口座　Ｎｏ.２０３５８０２
③	満員でお断りする場合は電話でご連絡申し上げます。
④	お取り消しの場合は開催日の前営業日までにご連絡ください。参加費は全額返戻いたします。
　 （なお、ご連絡ない場合はお席をご用意する関係上、参加費は請求させていただきます）
⑤	録音・パソコンのお持込みはご遠慮願います。
⑥	駐車場はございません。車でのお越しはご遠慮ください。
⑦	諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。

宿泊施設のご案内
セミナーにご参加される方に限り、割引料金で契約ホテルをご紹介
いたしております。
ご利用の方は、セミナー参加申込書の宿泊施設利用希望欄に◯をお
つけください。折り返し資料をお送りします。

個人情報の利用目的
①	商品やサービス等のお申込の受付のため。
②	商品やサービス等のお取引における管理のため。
③	商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡・ご請求等を
行うため。

④	ダイレクトメールの発送等、当社や提携会社等の商品やサービス
等に関する各種ご提案・ご案内のため。

⑤	その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。

TEL 03（3591）7517

・事前にご質問がございましたら、下欄にご記入ください。当日講師よりお答えいたします。

（１）まず確認しておきたい法的問題
　　 ①著作権侵害
　　 　Ｑ：他社のウェブサイトの表現でも、「てにをは」を変えて利用すれば大丈夫ですか？
　　 ②個人情報の取得、個人情報保護方針
　　 　Ｑ：ウェブで申し込みを受け付ける際に個人情報を取得します。申込みフォームについて注意すべきことは何ですか？
　　 　Ｑ：個人情報保護方針にはどのようなことを記載すればよいですか？
　　 ③広告に対する規制
　　 　Ｑ：商品の広告についてはどのような規制がありますか？ 
　　 ④閲覧者による書き込みの問題（ユーザーＳＮＳ等）
　　 　Ｑ：�商品利用の感想を書き込んでもらっています。一部でもめごとになり、「書き込みを削除しないと当社を訴える」

と言われているのですが ･･･
（２）サービス提供・商品販売等の電子商取引を行う場合の法的問題
　　 ①利用規約の有効性
　　 　Ｑ：�トップページに利用規約のリンクを貼ったうえで、「ご利用になった場合は、利用規約に同意したものとみなします」

と記載しているのですが、利用規約は有効でしょうか？
　　 ②価格誤表示
　　 　Ｑ：�ウェブサイトで物販をしていたところ、150,000円と書くべき商品代金を15,000円と書いてしまいました。注文が殺

到してしまったのですが、15,000円で売らなければならないのでしょうか？
　　 ③確認画面
　　 　Ｑ：�11箱の注文があったので、仕入れをしたところ「１箱の入力間違いだ」といわれました。10箱についてはムダにな

ってしまうのですが、仕方ないのでしょうか？
　　 ④表示義務
　　 　Ｑ：特商法で要求される表示事項を記載しています。平成20年改正で何か影響はあるでしょうか？
　　 ⑤メールによる広告の方法
　　 　Ｑ：�メールによる広告がオプトインに変更されたと聞きました。これまで会員宛に送っていたメールマガジンについて

も同意を取り直す必要があるのでしょうか？

（１）削除要請
　　 Ｑ：�掲示板管理者に対して内容証明を送ろうとしています。事態をさらに悪化させる契機になってしまうことはないでし

ょうか？
（２）発信者情報開示
　　 Ｑ：�当社の内部情報を掲示板に書き込んでいるものがいます。犯人を特定して止めさせたいのですが、発信者情報開示を

使えば必ず特定できるのでしょうか？費用はどのくらいかかりますか？

Ｑ：ＳＬＡ（サービス・レベル・アグリーメント）とは、法的にはどのような性質のものでしょうか？
Ｑ：顧客情報の管理でクラウドを使う場合の注意点はどのようなことですか？

セミナーのご案内はホームページでもご覧になれます。　


